
　自転車活用推進の一環として、サイクリストのニーズに対応した受入環境を充実させるため、市内事業所の皆
さんを対象に、渥美半島サイクルサポーターを募集します。
　認定されたサポーターには、市から貸し出すサイクルラック、自転車修理キットなどで受入環境を整えていただく
他、各事業所独自のサービスなどで、渥美半島を訪れるサイクリストへの「おもてなし」、心遣いをご提供いただ
きます。

対象：市内に事業所がある事業者
内容：

（１）自転車駐輪場の提供
（２）自転車修理キットなどの貸出
（３）観光パンフレットなどの配布
（４）サポーター事業所独自の割引やサービスなど
※市からサイクルラック・修理キットなどを貸与
申込：９月１１日（金）までに、商工観光課にある申込書（市

ＨＰからもダウンロード可）に必要事項を記入の上、直接
またはＦＡＸにて

受入：１０月１日（木）開始予定

▶商工観光課　☎23-3522　 22‐3817
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サイクリストの受け入れ拠点に サイクルサポーター 募集
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◦市内に設置されている矢羽根型路面標示
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